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国と自治体は「相互依存」の関係に進化する。
「一国多制度」時代の到来を視野に入れながら、
北陸は新しい日本のトップランナーをめざすべきだ。
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地方分権の行方と
北陸の課題

国と地方が「相互浸透」の関係で
互いにもたれあってきたこれまでの日本

日本の場合、国（中央政府）と地方自治体（地方政府）の関係は、自立した

個別の組織間の関係というよりも、国と地方が一体化している、あるいはお互

いが織り込まれたような関係になっている点に大きな特色がある。そうした関

係をバックグランドに、国と地方の境目を明確にせず、相互にもたれあうよう

に地方行政が進められてきたといっても過言ではない。「機関委任事務制度
※1

」

というのは、その象徴とでもいうべき制度だ。

国も地方もお互いが境界線を明確にしないまま、阿吽の呼吸で助け合い、補

い合いながらなしくずしに地方行政を進めていくというこの関係は、双方が交

じり合おうとする点から「相互浸透」の関係と名づけることができる。

「相互浸透」の関係というのは、国（省庁）や地方自治体のどちらにとって

も居心地も都合もいい関係だ。例えば、国が自らの施策や計画を推進したり、

予算を拡大する際の根拠として、地方自治体が望んでいるからという理由をあ

げやすいという環境を形成した。一方で、地方自治体は施策や事業について、

何らかの問題や争点が発生しても、「国が言ったから」「国の方針に従って」と

いったようなエクスキューズが可能だった。

つまり、国も地方もどちらもが、行政的にも財政的にも政治的にも責任を取

らなくていいというのが、「相互浸透」のシステムなのである。

こうした関係は、日本が一丸となって復興と高度成長を進めていくような時

代、つまり国全体を一つの方向に進める国家運営が必要な場合には、一番効率

のいいシステムといえる。国と対立したり、何かの案件について優先順位を主

張するような地方自治体はないから、国はまず大都市圏や太平洋側に集中投資

ができた。その代わり地方は、道路にしろ空港にしろ、しばらく待っていれば

必ず自分たちの順番がやってきた。時期は多少遅れるものの、必要性や採算性

がさほど問われることなく、フルセット型の整備が約束されてきたのである。

しかし、この「相互浸透」という関係は、国（中央政府）と地方政府があま

りに一体的であるために、危機に直面した場合にドミノ倒しになりやすいとい

う弱点を持っている。構造として脆弱なのである。

世界中のほとんどの国々は、基礎的な自治体（コミュニティ）や県や州のよ

うな地方自治体（リージョナル）、そして国（ナショナル）といった三層構造

を形成しているが、中央集権の性格が強い日本の場合、その三層がシームレス

で境目がないので、どこかが倒れるとみんなが倒れてしまう恐れがある。
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※1 機関委任事務制度

本来は国が行うべき行政事務の一部につい

て、住民の利便性や事務効率等を考慮して、

法令によって地方公共団体の「執行機関」

（知事、市町村長など）に、事務を任せる

（委任する）という制度。旅券（パスポート）

の発給や飲食店の営業許可など、1995（平

成７）年には562件にも達していた。

委任した事務（仕事）に関して、国は「通

達」等を通じて地方自治体に様々な要求や規

制を行うことができたことから、地方分権推

進委員会では、上下関係や主従関係につなが

りやすい中央集権型の行政システムとして、

制度そのものの廃止を勧告。これを受けて

1999（平成11）年に成立した「地方分権一

括法」の施行によって、2000（平成12）年

４月から廃止され、国と地方自治体の関係は

新しい段階を迎えている。


